
昭和三十二年法律第四十八号

国際学会等への加入に伴う分担金の債務負担に関する法律

１　政府は、国際学会その他これに類する国際団体に加入する場合において、その規約が当該団体に加入する年度以降一定の年度間におい

て当該団体の定めることとなる当該団体の経費の額をその構成員において分担すべきことを規定するものであつて、加入の際その分担す

べき金額が定められていないときは、その規約に従い、当該団体に加入することにより、当該団体が定めることとなる当該団体の経費の

分担金に係る債務を負担することができる。

２　前項に規定する債務を負担することとなる同項の団体への加入については、あらかじめ、閣議の決定を経なければならない。

附　則

この法律は、公布の日から施行する。
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